
第  号議案

神戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例の件  

神戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和８年２月17日提出

神戸市長 久   元   喜   造

神戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例

神戸市国民健康保険条例（昭和35年 10月条例第24号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（保険料の賦課額） （保険料の賦課額） 

第 12条 保険料の賦課額は、次に掲げ

る額の合算額とする。

第 12条  保険料の賦課額は、世帯主の

世帯に属する被保険者につき算定し

た基礎賦課額（国民健康保険法施行

令（昭和33年政令第362号。以下「令」

という。）第29条の７第１項第１号に

規定する基礎賦課額をいう。以下同

じ。）及び後期高齢者支援金等賦課額

（同項第２号に規定する後期高齢者

支援金等賦課額をいう。以下同じ。）

並びに介護納付金賦課被保険者（同

項第３号に規定する介護納付金賦課
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被保険者をいう。以下同じ。）につき

算定した介護納付金賦課額（同号に

規定する介護納付金賦課額をいう。

以下同じ。）の合算額とする。 

(1) 世帯主の世帯に属する被保険者

につき算定した基礎賦課額（国民

健康保険法施行令（昭和 33年政令

第362号。以下「令」という。）第

29条の７第１項第１号に規定する

基礎賦課額をいう。以下同じ。）  

 

(2) 世帯主の世帯に属する被保険者

につき算定した後期高齢者支援金

等賦課額（令第 29条の７第１項第

２号に規定する後期高齢者支援金

等賦課額をいう。以下同じ。）  

 

(3) 世帯主の世帯に属する介護納付

金賦課被保険者（令第 29条の７第

１項第３号に規定する介護納付金

賦課被保険者をいう。以下同じ。）

につき算定した介護納付金賦課額

（令第 29条の７第１項第３号に規

定する介護納付金賦課額をいう。

以下同じ。） 

 

(4) 世帯主の世帯に属する被保険者

につき算定した子ども・子育て支

援納付金賦課額（令第 29条の７第

１項第４号に規定する子ども・子

 



 

 

育て支援納付金賦課額をいう。以

下同じ。） 

（基礎賦課総額） （基礎賦課総額） 

第 12条の２  保険料の賦課額のうち被

保険者に係る基礎賦課額（第 18条の

２、第 18条の３又は第 18条の４の規

定により基礎賦課額を減額するもの

とした場合にあつてはその減額する

こととなる額を、第 23条の規定によ

り基礎賦課額を減免するものとした

場合にあつてはその減免することと

なる額を、第 23条の２の規定により

基礎賦課額を軽減するものとした場

合にあつてはその軽減することとな

る額を含む。）の総額（以下「基礎賦

課総額」という。）は、第１号に掲げ

る額の見込額から第２号に掲げる額

の見込額を控除した額を基準として

算定する。 

第 12条の２  保険料の賦課額のうち被

保険者に係る基礎賦課額（第 18条の

２、第 18条の３又は第 18条の４の規

定により基礎賦課額を減額するもの

とした場合にあつてはその減額する

こととなる額を、第 23条の規定によ

り基礎賦課額を減免するものとした

場合にあつてはその減免することと

なる額を、第 23条の２の規定により

基礎賦課額を軽減するものとした場

合にあつてはその軽減することとな

る額を含む。）の総額（以下「基礎賦

課総額」という。）は、第１号に掲げ

る額の見込額から第２号に掲げる額

の見込額を控除した額を基準として

算定する。 

(1) 当該年度における次に掲げる額

の合算額 

(1) 当該年度における次に掲げる額

の合算額 

ア ［略］ ア  ［略］ 

イ  国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金

（法第 75条の７第１項の国民健

康保険事業費納付金をいう。以

下この条において同じ。）の納付

に要する費用（兵庫県（以下「県」

という。）が行う国民健康保険の

イ  国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金

（法第 75条の７第１項の国民健

康保険事業費納付金をいう。以

下この条において同じ。）の納付

に要する費用（兵庫県（以下「県」

という。）が行う国民健康保険の



 

 

被保険者に係るものに限り、県

の国民健康保険に関する特別会

計において負担する高齢者医療

確保法の規定による後期高齢者

支援金等（以下「後期高齢者支援

金等」という。）、高齢者医療確

保法の規定による病床転換支援

金等（以下「病床転換支援金等」

という。）、介護保険法（平成９

年法律第123号）の規定による納

付金（以下「介護納付金」とい

う。）及び子ども・子育て支援法

（平成 24年法律第 65号）の規定

による納付金（以下「子ども・子

育て支援納付金」という。）の納

付に要する費用に充てる部分を

除く。）の額 

被保険者に係るものに限り、県

の国民健康保険に関する特別会

計において負担する高齢者医療

確保法の規定による後期高齢者

支援金等（以下「後期高齢者支援

金等」という。）、高齢者医療確

保法の規定による病床転換支援

金等（以下「病床転換支援金等」

という。）及び介護保険法（平成

９年法律第123号）の規定による

納付金（以下「介護納付金」とい

う。）の納付に要する費用に充て

る部分を除く。）の額 

ウ～オ ［略］ ウ～オ ［略］ 

カ  アからオまでに掲げるものの

ほか、国民健康保険事業に要す

る費用（国民健康保険の事務の

執行に要する費用を除く。）の額

（県が行う国民健康保険の被保

険者に係る国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（県

の国民健康保険に関する特別会

計において負担する後期高齢者

支 援 金 等 及 び 病 床 転 換 支 援 金

カ  アからオまでに掲げるものの

ほか、国民健康保険事業に要す

る費用（国民健康保険の事務の

執行に要する費用を除く。）の額

（県が行う国民健康保険の被保

険者に係る国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（県

の国民健康保険に関する特別会

計において負担する後期高齢者

支 援 金 等 及 び 病 床 転 換 支 援 金 



 

 

等、介護納付金並びに子ども・子

育て支援納付金の納付に要する

費用に充てる部分に限る。）を除

く。） 

等並びに介護納付金の納付に要

する費用に充てる部分に限る。）

を除く。） 

(2) 当該年度における次に掲げる額

の合算額 

(2) 当該年度における次に掲げる額

の合算額 

ア ［略］ ア  ［略］ 

イ  法附則第７条の規定により読

み替えられた法第 75条の規定に

より交付を受ける補助金（国民

健康保険事業費納付金の納付に

要する費用（県の国民健康保険

に関する特別会計において負担

する後期高齢者支援金等、病床

転換支援金等、介護納付金及び

子ども・子育て支援納付金の納

付に要する費用に充てる部分に

限 る 。 以 下 こ の イ に お い て 同

じ。）に係るものを除く。）及び

同条の規定により貸し付けられ

る貸付金（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に係

るものを除く。）の額 

イ  法附則第７条の規定により読

み替えられた法第 75条の規定に

より交付を受ける補助金（国民

健康保険事業費納付金の納付に

要する費用（県の国民健康保険

に関する特別会計において負担

する後期高齢者支援金等、病床

転換支援金等及び介護納付金の

納付に要する費用に充てる部分

に限る。以下このイにおいて同

じ。）に係るものを除く。）及び

同条の規定により貸し付けられ

る貸付金（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に係

るものを除く。）の額 

ウ、エ ［略］ ウ、エ ［略］ 

（基礎賦課額の保険料率）  （基礎賦課額の保険料率）  

第 15条  基礎賦課額の保険料率は、次

のとおりとする。 

第 15条  基礎賦課額の保険料率は、次

のとおりとする。 

(1) ［略］  (1) ［略］  



 

 

(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額

の 100分 の 38に 相 当 す る 額 を 当 該

年度の前年度及びその直前の２か

年の各年度における被保険者の数

等を勘案して算定した数で除して

得た額 

(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額

の 100分 の 38に 相 当 す る 額 を 当 該

年度の初日における被保険者の見

込数で除して得た額 

(3) ［略］  (3) ［略］  

２、３ ［略］ ２、３ ［略］ 

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額） 

第 15条の５  第 13条の基礎賦課額は、

67万円を超えることができない。  

第 15条の５  第 13条の基礎賦課額は、

66万円を超えることができない。  

（後期高齢者支援金等賦課額の保険

料率） 

（後期高齢者支援金等賦課額の保険

料率） 

第 15条の 10 後期高齢者支援金等賦課

額の保険料率は、次のとおりとする。 

第 15条の 10 後期高齢者支援金等賦課

額の保険料率は、次のとおりとする。 

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支

援 金 等 賦 課 総 額 の 100分 の 38に 相

当する額を当該年度の前年度及び

その直前の２か年の各年度におけ

る被保険者の数等を勘案して算定

した数で除して得た額 

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支

援 金 等 賦 課 総 額 の 100分 の 38に 相

当する額を当該年度の初日におけ

る被保険者の見込数で除して得た

数 

(3) ［略］  (3)  ［略］ 

２、３ ［略］ ２、３ ［略］ 

（介護納付金賦課額の保険料率）  （介護納付金賦課額の保険料率）  

第 15条の 19 介護納付金賦課額の保険

料率は、次のとおりとする。  

第 15条の 19 介護納付金賦課額の保険

料率は、次のとおりとする。  



 

 

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦

課被保険者に係る介護納付金賦課

総 額 の 100分 の 40に 相 当 す る 額 を

当該年度の前年度及びその直前の

２か年の各年度における被保険者

の数等を勘案して算定した数で除

して得た額 

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦

課被保険者に係る介護納付金賦課

総 額 の 100分 の 40に 相 当 す る 額 を

当該年度の初日における介護納付

金賦課被保険者の見込数で除して

得た額 

(3) ［略］  (3) ［略］  

２、３ ［略］ ２、３ ［略］ 

（子ども・子育て支援納付金賦課総

額） 

 

第 15条の 21 保険料の賦課額のうち子

ども・子育て支援納付金賦課額（第18

条の２、第18条の３、第18条の４又は

第 18条の５の規定により子ども・子

育て支援納付金賦課額を減額するも

のとした場合にあつてはその減額す

ることとなる額を、第 23条の規定に

より子ども・子育て支援納付金賦課

額を減免するものとした場合にあつ

てはその減免することとなる額を、

第 23条の２の規定により子ども・子

育て支援納付金賦課額を軽減するも

のとした場合にあつてはその軽減す

ることとなる額を含む。）の総額（以

下「子ども・子育て支援納付金賦課総

額」という。）は、第１号に掲げる額

 



 

 

の見込額から第２号に掲げる額の見

込額を控除した額を基準として算定

した額とする。 

(1) 当該年度における次に掲げる額

の合算額 

ア  当該年度における国民健康保

険事業費納付金の納付に要する

費用（県の国民健康保険に関す

る特別会計において負担する子

ども・子育て支援納付金の納付

に要する費用に充てる部分に限

る。次号において同じ。）の額  

イ  第 18条の５に規定する基準に

従い子ども・子育て支援納付金

賦課額の被保険者均等割額を減

額するものとした場合に減額す

ることとなる額の総額 

 

(2) 当該年度における次に掲げる額

の合算額 

 

ア  法附則第７条の規定により読

み替えられた法第 75条の規定に

より交付を受ける補助金（国民

健康保険事業費納付金の納付に

要する費用に係るものに限る。）

及び同条の規定により貸し付け

られる貸付金（国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用

に係るものに限る。）の額  

 



 

 

イ  その他国民健康保険事業に要

する費用（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に限

る。）のための収入（法第72条の

３第１項、第 72条の３の２第１

項及び第 72条の３の３第１項の

規定による繰入金を除く。）の額 

 

（子ども・子育て支援納付金賦課額）  

第 15条の 22 保険料の賦課額のうち子

ども・子育て支援納付金賦課額は、当

該世帯に属する被保険者につき算定

した所得割額、被保険者均等割額及

び当該世帯につき算定した世帯別平

等割額の合計額に、当該世帯に属す

る 18歳以上被保険者（令第 29条の７

第５項第３号に規定する 18歳以上被

保険者をいう。以下同じ。）につき算

定した 18歳以上被保険者均等割額の

総額を加算した額とする。  

 

（子ども・子育て支援納付金賦課額

の所得割額の算定） 

 

第 15条の 23 前条の所得割額は、被保

険者に係る賦課期日の属する年の前

年の所得に係る基礎控除後の総所得

金額等に第 15条の 25第１項第１号の

所 得 割 の 保 険 料 率 を 乗 じ て 算 定 す

る。 

 

２  第 14条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定  



 

 

は、前項の規定による所得割額の算

定について準用する。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額

の被保険者均等割額及び世帯別平等

割額の算定） 

 

第 15条の 24 第 15条の 22の被保険者均

等割額は、その世帯に属する被保険

者の数に次条第１項第２号の被保険

者均等割の保険料率を乗じて算定し

た額とする。 

 

２  第 15条の 22の 18歳以上被保険者均

等割額は、その世帯に属する 18歳以

上被保険者の数に次条第１項第３号

の 18歳以上被保険者均等割の保険料

率を乗じて算定した額とする。  

 

３  第 15条の 22の世帯別平等割額は、

次条第１項第３号アからウまでに掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれ同

号アからウまでに定めるところによ

り得た世帯別平等割の保険料率と同

額とする。 

 

（子ども・子育て支援納付金賦課額

の保険料率） 

 

第 15条の 25 子ども・子育て支援納付

金賦課額の保険料率は、次のとおり

とする。 

 

(1) 所得割 子ども・子育て支援納

付 金 賦 課 総 額 の 100分 の 45に 相 当

 



 

 

する額を子ども・子育て支援納付

金賦課額算定の基礎となる基礎控

除後の総所得金額等 (令第 29条の 7

第 3項第 4号ただし書に規定する場

合にあつては、省令第 32条の 9の 2

に規定する方法により補正された

後 の 額 )の 当 該 年 度 に お け る 見 込

総額で除して得た数 

(2) 被保険者均等割 子ども・子育

て 支 援 納 付 金 賦 課 総 額 の 100分 の

38に相当する額を当該年度の前年

度及びその直前の２か年の各年度

における被保険者の数等を勘案し

て算定した数で除して得た額  

 

(3) 18歳以上被保険者均等割 第 15

条の 21第１号イに掲げる額を当該

年度の前年度及びその直前の２か

年度の各年度における 18歳以上被

保険者の数等を勘案して算定した

数で除して得た額  

 

(4) 世帯別平等割 アからウまでに

掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れアからウまでに定めるところに

より算定した額 

 

ア  イ 又 は ウ 以 外 の 世 帯  子 ど

も・子育て支援納付金賦課総額

の 100分 の 17に 相 当 す る 額 を 当

該年度の前年度及びその直前の

 



 

 

２か年の各年度における被保険

者の属する世帯の数等を勘案し

て算定した数から特定世帯の数

に２分の１を乗じて得た数と特

定継続世帯の数に４分の１を乗

じて得た数の合計数を控除した

数で除して得た額 

イ  特定世帯  アに定めるところ

により算定した額に２分の１を

乗じて得た額 

 

ウ  特定継続世帯  アに定めると

ころにより算定した額に４分の

３を乗じて得た額 

 

２  前項に規定する保険料率を決定す

る場合において、小数点以下第４位

未満の端数又は 10円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる。  

 

３  市長は、第１項に規定する保険料

率を決定したときは、速やかに告示

しなければならない。 

 

（子ども・子育て支援納付金賦課限

度額） 

 

第 15条の 26 第 15条の 22の子ども・子

育て支援納付金賦課額は、３万円を

超えることができない。  

 

（賦課期日後において納付義務の発

生若しくは消滅又は被保険者数の異

動等があつた場合） 

（賦課期日後において納付義務の発

生若しくは消滅又は被保険者数の異

動等があつた場合） 



 

 

第 18条  保険料の賦課期日後に納付義

務が発生した場合、１世帯に属する

被保険者数が増加し、若しくは減少

した場合、１世帯に属する被保険者

が介護納付金賦課被保険者となり、

若しくは介護納付金賦課被保険者で

なくなつた場合又は１世帯に属する

被保険者が令第 29条の７の２第２項

に規定する特例対象被保険者等（以

下「特例対象被保険者等」という。）

となつた場合における当該納付義務

者に係る第 13条の賦課額、第 15条の

７若しくは第 15条の 22の賦課額（被

保険者数が増加し、若しくは減少し

た場合（特定同一世帯所属者に該当

することにより被保険者数が減少し

た場合を除く。）又は特例対象被保険

者等となつた場合における当該納付

義 務 者 に 係 る 世 帯 別 平 等 割 額 を 除

く。）、第15条の16の賦課額又は第18

条の２第１項及び第２項に定める額

若しくは同条第３項の規定により読

み替えて準用する同条第１項及び第

２項に定める額の算定は、それぞれ、

その納付義務が発生した日、１世帯

に属する被保険者数が増加し、若し

くは減少した日（法第６条第１号か

ら第８号までの規定のいずれかに該

第 18条  保険料の賦課期日後に納付義

務が発生した場合、１世帯に属する

被保険者数が増加し、若しくは減少

した場合、１世帯に属する被保険者

が介護納付金賦課被保険者となり、

若しくは介護納付金賦課被保険者で

なくなつた場合又は１世帯に属する

被保険者が令第 29条の７の２第２項

に規定する特例対象被保険者等（以

下「特例対象被保険者等」という。）

となつた場合における当該納付義務

者に係る第 13条の賦課額、第 15条の

７の賦課額（被保険者数が増加し、若

しくは減少した場合（特定同一世帯

所属者に該当することにより被保険

者数が減少した場合を除く。）又は特

例対象被保険者等となつた場合にお

ける当該納付義務者に係る世帯別平

等割額を除く。）、第15条の16の賦課

額又は第 18条の２第１項及び第２項

に定める額若しくは同条第３項の規

定により読み替えて準用する同条第

１ 項 及 び 第 ２ 項 に 定 め る 額 の 算 定

は、それぞれ、その納付義務が発生し

た日、１世帯に属する被保険者数が

増加し、若しくは減少した日（法第６

条第１号から第８号までの規定のい

ずれかに該当したことにより被保険



 

 

当したことにより被保険者数が減少

した場合においては、その減少した

日が月の初日であるときに限り、そ

の前日）、１世帯に属する被保険者が

介護納付金賦課被保険者となり、若

しくは介護納付金賦課被保険者でな

くなつた日又は１世帯に属する被保

険者が特例対象被保険者等となつた

日の属する月から、月割をもつて行

う。 

者数が減少した場合においては、そ

の減少した日が月の初日であるとき

に限り、その前日）、１世帯に属する

被保険者が介護納付金賦課被保険者

となり、若しくは介護納付金賦課被

保険者でなくなつた日又は１世帯に

属する被保険者が特例対象被保険者

等となつた日の属する月から、月割

をもつて行う。 

２  保険料の賦課期日後に納付義務が

消滅した場合における当該納付義務

者に係る第 13条の賦課額、第 15条の

７若しくは第 15条の 22の賦課額、第

15条の 16の賦課額又は第 18条の２第

１項及び第２項に定める額若しくは

同条第３項の規定により読み替えて

準用する同条第１項及び第２項に定

める額の算定は、その納付義務が消

滅した日（法第６条第１号から第８

号までの規定のいずれかに該当した

ことにより納付義務が消滅した場合

においては、その消滅した日が月の

初日であるときに限り、その前日）の

属する月の前月まで、月割をもつて

行う。 

２  保険料の賦課期日後に納付義務が

消滅した場合における当該納付義務

者に係る第 13条の賦課額、第 15条の

７の賦課額、第 15条の 16の賦課額又

は第 18条の２第１項及び第２項に定

める額若しくは同条第３項の規定に

より読み替えて準用する同条第１項

及び第２項に定める額の算定は、そ

の納付義務が消滅した日（法第６条

第１号から第８号までの規定のいず

れかに該当したことにより納付義務

が消滅した場合においては、その消

滅した日が月の初日であるときに限

り、その前日）の属する月の前月ま

で、月割をもつて行う。  

 （低所得者の保険料の減額）   （低所得者の保険料の減額）  

第 18条の２ ［略］ 第 18条の２ ［略］ 



 

 

２ ［略］ ２  ［略］ 

３  前２項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額、介護納付金賦課額及び

子ども・子育て支援納付金賦課額の

減額について準用する。この場合に

おいて、後期高齢者支援金等賦課額

の減額にあつては、前２項中「基礎賦

課額」とあるのは「後期高齢者支援金

等賦課額」と、「第13条の賦課額」と

あるのは「第15条の７の賦課額」と、

介 護 納 付 金 賦 課 額 の 減 額 に あ つ て

は、前２項中「基礎賦課額」とあるの

は「介護納付金賦課額」と、「第13条

の賦課額」とあるのは「第15条の16の

賦課額」と、子ども・子育て支援納付

金賦課額の減額にあつては、前２項

中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・

子育て支援納付金賦課額」と、「第13

条の賦課額」とあるのは「第15条の22

の賦課額」とそれぞれ読み替えるも

のとする。 

３  前２項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額及び介護納付金賦課額の

減額について準用する。この場合に

おいて、後期高齢者支援金等賦課額

の減額にあつては、前２項中「基礎賦

課額」とあるのは「後期高齢者支援金

等賦課額」と、「第13条の賦課額」と

あるのは「第15条の７の賦課額」と、

介 護 納 付 金 賦 課 額 の 減 額 に あ つ て

は、前２項中「基礎賦課額」とあるの

は「介護納付金賦課額」と、「第13条

の賦課額」とあるのは「第15条の16の

賦課額」とそれぞれ読み替えるもの

とする。 

（未就学児の被保険者均等割額の減

額） 

（未就学児の被保険者均等割額の減

額） 

第 18条の３ ［略］ 第 18条の３ ［略］ 

２  ［略］ ２  ［略］ 

３  前２項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額及び子ども・子育て支援

納付金賦課額の減額について準用す

３  前２項の規定は、後期高齢者支援

金 等 賦 課 額 の 減 額 に つ い て 準 用 す

る。この場合において、第１項中「基



 

 

る。この場合において、後期高齢者支

援金等賦課額の減額にあつては、第

１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第13

条」とあるのは「第15条の７」と、前

項中「前項に規定する額」とあるのは

「次項の規定により準用する前項に

規定する額」と、子ども・子育て支援

納付金賦課額の減額にあつては、第

１項中「基礎賦課額」とあるのは「子

ども・子育て支援納付金賦課額」と、

「第13条」とあるのは「第15条の22」

と、前項中「前項に規定する額」とあ

るのは「次項の規定により準用する

前項に規定する額」と読み替えるも

のとする。 

礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支

援金等賦課額」と、「第13条」とある

のは「第15条の７」と、前項中「前項

に規定する額」とあるのは「次項の規

定 に よ り 準 用 す る 前 項 に 規 定 す る

額」と読み替えるものとする。  

４、５ ［略］ ４、５ ［略］ 

６  前２項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額及び子ども・子育て支援

納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、後期高齢者支

援金等賦課額の減額にあつては、第

４項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第13

条」とあるのは「第15条の７」と、前

項中「前項に規定する額」とあるのは

「次項の規定により準用する前項に

規定する額」と、子ども・子育て支援

６  前２項の規定は、後期高齢者支援

金 等 賦 課 額 の 減 額 に つ い て 準 用 す

る。この場合において、第４項中「基

礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支

援金等賦課額」と、「第13条」とある

のは「第15条の７」と、前項中「前項

に規定する額」とあるのは「次項の規

定 に よ り 準 用 す る 前 項 に 規 定 す る

額」と読み替えるものとする。  



 

 

納付金賦課額の減額にあつては、第

４項中「基礎賦課額」とあるのは「子

ども・子育て支援納付金賦課額」と、

「第13条」とあるのは「第15条の22」

と、前項中「前項に規定する額」とあ

るのは「次項の規定により準用する

前項に規定する額」と読み替えるも

のとする。 

 （出産被保険者の保険料の減額）   （出産被保険者の保険料の減額）  

第 18条の４  当該年度において、世帯

に出産被保険者（令第 29条の７第６

項第８号に規定する出産被保険者を

いう。以下同じ。）がある場合におけ

る当該世帯の納付義務者に対して課

する保険料の賦課額のうち基礎賦課

額は、第13条の基礎賦課額から、次の

各号の合算額を減額して得た額（当

該減額して得た額が 67万円を超える

場合には、67万円）とする（第５項に

掲げる場合を除く。）。 

第 18条の４  当該年度において、世帯

に出産被保険者（令第 29条の７第５

項第８号に規定する出産被保険者を

いう。以下同じ。）がある場合におけ

る当該世帯の納付義務者に対して課

する保険料の賦課額のうち基礎賦課

額は、第13条の基礎賦課額から、次の

各号の合算額を減額して得た額（当

該減額して得た額が 66万円を超える

場合には、66万円）とする（第５項に

掲げる場合を除く）。  

２  ［略］ ２  ［略］ 

３  前２項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額、子ども・子育て支援納付

金賦課額及び介護納付金賦課額の減

額について準用する。この場合にお

いて、後期高齢者支援金等賦課額に

あつては、第１項中「基礎賦課額」と

あるのは「後期高齢者支援金等賦課

３  前２項の規定は、後期高齢者支援

金 等 賦 課 額 の 減 額 に つ い て 準 用 す

る。この場合において、第１項中「基

礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支

援金等賦課額」と、「第13条」とある

のは「第15条の７」と、「66万円」と

あるのは「26万円」と、前項中「前項



 

 

額」と、「第13条」とあるのは「第15

条の７」と、「67万円」とあるのは「26

万円」と、前項中「前項に規定する額」

とあるのは「次項の規定により準用

する前項に規定する額」と、子ども・

子育て支援納付金賦課額の減額にあ

つては、第１項中「基礎賦課額」とあ

るのは「子ども・子育て支援納付金賦

課額」と、「第13条」とあるのは「第

15条の22」と、「67万円」とあるのは

「３万円」と、前項中「前項に規定す

る額」とあるのは「次項の規定により

準用する前項に規定する額」と、介護

納付金賦課額の減額にあつては、第

１項中「出産被保険者をいう。以下同

じ。」とあるのは「出産被保険者(介

護納付金賦課被保険者である者に限

る。)をいう。以下この項において同

じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは

「介護納付金賦課額」と、「第13条」

とあるのは「第15条の16」と、「66万

円」とあるのは「17万円」と、前項中

「前項に規定する額」とあるのは「次

項の規定により準用する前項に規定

する額」と読み替えるものとする。  

に規定する額」とあるのは「次項の規

定 に よ り 準 用 す る 前 項 に 規 定 す る

額」と読み替えるものとする。  

 ４  第１項及び第２項の規定は、介護

納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中「出



 

 

産被保険者をいう。以下同じ。」とあ

るのは「出産被保険者（介護納付金賦

課被保険者である者に限る。）をい

う。以下この項において同じ。」と、

「基礎賦課額」とあるのは「介護納付

金賦課額」と、「第13条」とあるのは

「第15条の16」と、「66万円」とある

のは「17万円」と、第２項中「前項に

規定する額」とあるのは「第４項の規

定 に よ り 準 用 す る 前 項 に 規 定 す る

額」と読み替えるものとする。  

４  ［略］ ５  ［略］ 

５  ［略］ ６  ［略］ 

６  前２項の規定は、後期高齢者支援

金等賦課額、子ども・子育て支援納付

金賦課額及び介護納付金賦課額の減

額について準用する。この場合にお

いて、後期高齢者支援金等賦課額に

あつては、第４項中「基礎賦課額」と

あるのは「後期高齢者支援金等賦課

額」と、「第13条」とあるのは「第15

条の７」と、「67万円」とあるのは「26

万円」と、前項中「前項に規定する額」

とあるのは「次項の規定により準用

する前項に規定する額」と、子ども・

子育て支援納付金賦課額の減額にあ

つては、第４項中「基礎賦課額」とあ

るのは「子ども・子育て支援納付金賦

７  前２項の規定は、後期高齢者支援

金 等 賦 課 額 の 減 額 に つ い て 準 用 す

る。この場合において、第５項中「基

礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支

援金等賦課額」と、「第13条」とある

のは「第15条の７」と、「66万円」と

あるのは「26万円」と、前項中「前項

に規定する額」とあるのは「次項の規

定 に よ り 準 用 す る 前 項 に 規 定 す る

額」と読み替えるものとする。  



 

 

課額」と、「第13条」とあるのは「第

15条の22」と、「67万円」とあるのは

「３万円」と、前項中「前項に規定す

る額」とあるのは「次項の規定により

準用する前項に規定する額」と、介護

納付金賦課額の減額にあつては、第

４項中「出産被保険者」とあるのは

「 出 産 被 保 険 者 (介 護 納 付 金 賦 課 被

保険者である者に限る。以下この項

において同じ。)」と、「基礎賦課額」

とあるのは「介護納付金賦課額」と、

「第13条」とあるのは「第15条の16」

と、「66万円」とあるのは「17万円」

と、前項中「前項に規定する額」とあ

るのは「次項の規定により準用する

前項に規定する額」と読み替えるも

のとする。 

  ８  第５項及び第６項の規定は、介護

納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第５項中「出

産被保険者」とあるのは「出産被保険

者 (介 護 納 付 金 賦 課 被 保 険 者 で あ る

者 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ。)」と、「基礎賦課額」とあるの

は「介護納付金賦課額」と、「第13条」

とあるのは「第15条の16」と、「66万

円」とあるのは「17万円」と、第６項

中「前項に規定する額」とあるのは



 

 

「第８項の規定により準用する前項

に規定する額」と読み替えるものと

する。 

（ 18歳に達する日以後の最初の３月

31日以前である被保険者の被保険者

均等割額の減額） 

 

第 18条の５  当該年度において、その

世帯に 18歳に達する日以後の最初の

３月 31日以前である被保険者（以下

「18歳未満被保険者」という。）があ

る場合における当該 18歳未満被保険

者に係る当該年度分の子ども・子育

て支援納付金賦課額の被保険者均等

割額は、第15条の25の子ども・子育て

支援納付金賦課額の被保険者均等割

の保険料率（第18条の２第３項、第18

条の３第４項の規定により読み替え

られた同条第１項若しくは同条第８

項の規定により読み替えられた同条

第５項又は前条第５項の規定により

読み替えられた同条第１項若しくは

同条第 10項の規定により読み替えら

れた同条第６項に規定する基準に従

い当該 18歳未満被保険者に係る当該

年度分の子ども・子育て支援納付金

賦課額の被保険者均等割の保険料率

を減額するものとした場合にあって

は、当該減額後の額。以下同じ。）か

 



 

 

ら、当該保険料率に相当する額を控

除して得た額とする。 

２  市長は、前項に規定する額を決定

したときは、速やかに告示しなけれ

ばならない。 

 

（徴収の特例） （徴収の特例） 

第 18条の６ ［略］ 第 18条の５ ［略］ 

 （特例対象被保険者等に係る特例）  （特例対象被保険者等に係る特例）  

第 23条の３  世帯主又は当該世帯に属

する被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が特例対象被保険者等である

場合における第 14条第１項、第 15条

の８、第 15条の 17及び第 15条の 23並

びに第 18条の２第１項の規定の適用

については、第14条第１項中「規定す

る総所得金額」とあるのは「規定する

総所得金額（特例対象被保険者等の

総所得金額に給与所得が含まれてい

る場合においては、当該給与所得に

ついては、所得税法第 28条第２項の

規 定 に よ つ て 計 算 し た 金 額 の 100分

の 30に相当する金額によるものとす

る。）」と、「所得の金額（同法」と

あるのは「所得の金額（地方税法」と、

第18条の２第１項中「総所得金額」と

あるのは「総所得金額（特例対象被保

険者等の総所得金額に給与所得が含

まれている場合においては、当該給

第 23条の３  世帯主又は当該世帯に属

する被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が特例対象被保険者等である

場合における第 14条第１項及び第 18

条の２第１項の規定の適用について

は、第14条第１項中「規定する総所得

金額」とあるのは「規定する総所得金

額（特例対象被保険者等の総所得金

額に給与所得が含まれている場合に

おいては、当該給与所得については、

所得税法第 28条第２項の規定によつ

て 計 算 し た 金 額 の 100分 の 30に 相 当

する金額によるものとする。）」と、

「所得の金額（同法」とあるのは「所

得の金額（地方税法」と、第18条の２

第１項中「総所得金額」とあるのは

「総所得金額（特例対象被保険者等

の総所得金額に給与所得が含まれて

いる場合においては、当該給与所得

については、所得税法第 28条第２項



 

 

与所得については、所得税法第 28条

第２項の規定によつて計算した金額

の 100分 の 30に 相 当 す る 金 額 に よ る

ものとする。）」と、「ついては、同

法」とあるのは「ついては、地方税法」

とする。 

の 規 定 に よ つ て 計 算 し た 金 額 の 100

分の 30に相当する金額によるものと

する。）」と、「ついては、同法」と

あるのは「ついては、地方税法」とす

る。 

２、３ ［略］ ２、３ ［略］ 

附  則  

 （施行期日） 

１  この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２  この条例による改正後の神戸市国民健康保険条例は、令和８年度以降の年度

分の保険料について適用し、令和７年度以前の年度分の保険料については、な

お従前の例による。 

 

理     由  

国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）の改正に伴い、条例を改正す

る必要があるため。 

 

 




